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は じ め に

本県では、「消費者の権利の尊重」と「消費者

の自立の支援」を基本理念とする「群馬県消費者

基本計画」を２０１４年に策定し、消費者の安全

・安心の確保や消費者被害の防止・救済など、様

々な施策に取り組んでまいりました。

この計画期間内においても、高齢化や高度情報

化、国際化の進展などにより、消費者を取り巻く

環境は変化し、新たな課題も生じてきました。生

命・身体に関わる製品事故や高齢者を狙った悪質

商法など、消費者の安全を脅かす問題は後を絶た

ないほか、消費者にも地球温暖化や水質汚濁といった環境問題への配慮が一層

求められるようになっています。また、２０２２年には成年年齢が引き下げら

れ、高校に在学する１８歳の若者も悪質商法などの消費者トラブルに遭う危険

性が懸念されています。

こうした状況を踏まえ、群馬県では、「県民が安全で安心できる消費生活の

実現」に向けた取組をさらに推進するため、「第２次群馬県消費者基本計画」

を策定しました。この計画においては、基本方針を「消費者に消費生活情報を

提供する」「消費者教育を推進する」「消費者トラブルを解消する」「事業者

の活動を適正化する」「県民とともに消費生活を考える」の５つとし、それぞ

れの基本方針のもと、これからの５年間に取り組むべき施策を定めました。

今後は、この基本計画を中心として、市町村、関係機関、関係団体等とも緊

密に連携しながら、本県の重要課題である消費者行政を一層充実させ、より豊

かな県民生活の実現を目指して取り組んでまいります。

結びに、本基本計画の策定にあたり、ご多忙中にもかかわらず精力的な御審

議をいただきました群馬県消費生活問題審議会委員の皆様をはじめ、有意義な

御意見をお寄せくださいました県民の皆様に心から感謝申し上げます。

２０１９年３月

群馬県知事
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